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取引参加者料金等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

  （取引参加者料金） 

第２条 （略） 

（取引参加者料金） 

第２条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 取消料は、過誤のある注文により市場デ

リバティブ取引が成立した場合において、

業務規程第２５条第１項（Ｊ－ＮＥＴ市場

に関する業務規程及び受託契約準則の特例

第１０条第１項において準用する場合を含

む。）又は取引所外国為替証拠金取引に関

する業務規程及び受託契約準則の特例（以

下「取引所ＦＸ取引特例」という。）第１

５条第１項の規定に基づき、市場デリバテ

ィブ取引の取消しが行われたときに、当該

過誤のある注文を発注した取引参加者が納

入するものとし、その額は、取り消された

取引（過誤のある注文により成立した取引

に限る。）に係る取引手数料の算出の基準

に、次の各号に掲げる取引の区分に応じ

て、当該各号に定める率又は金額を乗じて

算出した額とする。ただし、当該額が１０

万円を下回る場合は、１０万円とする。 

６ 取消料は、過誤のある注文により市場デ

リバティブ取引が成立した場合において、

業務規程第２５条第１項（Ｊ－ＮＥＴ市場

に関する業務規程及び受託契約準則の特例

第１０条第１項において準用する場合を含

む。）又は取引所外国為替証拠金取引に関

する業務規程及び受託契約準則の特例（以

下「取引所ＦＸ取引特例」という。）第１

５条第１項の規定に基づき、市場デリバテ

ィブ取引の取消しが行われたときに、当該

過誤のある注文を発注した取引参加者が納

入するものとし、その額は、取り消された

取引（過誤のある注文により成立した取引

に限る。）に係る取引手数料の算出の基準

に、次の各号に掲げる取引の区分に応じ

て、当該各号に定める率又は金額を乗じて

算出した額とする。ただし、当該額が１０

万円を下回る場合は、１０万円とする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 有価証券オプション取引 

次のａからｃまでに掲げる場合の区分

に従い、当該ａからｃまでに定める金額

とする。 

（３） 有価証券オプション取引 １０円 

ａ オプション対象証券の売買単位に係

る数量が１０未満である場合 １円 

 

ｂ オプション対象証券の売買単位に係

る数量が１０以上１００未満である場

合 ５円 

 

ｃ オプション対象証券の売買単位に係

る数量が１００以上である場合 １０

円 

 

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略） 

７～９ （略） ７～９ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２９年３月１日から

施行する。 
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別表１ 

 

別表１ 

取引手数料の算出の基準及び取引手数料率等 取引手数料の算出の基準及び取引手数料率等 

 

取引手数料の算出の基準及び取引手数料

率等は、次のとおりとする。 

取

引

の

区

分 

取

引

対

象

の

区

分 

算

出

の

基

準 

取引手数料率等 

 （略） 

有

価

証

券

オ

プ

シ

ョ

ン

取

引 

有

価

証

券

オ

プ

シ

ョ

ン 

取

引

数

量 

オプション対象証券の売買単

位に係る数量が１０未満であ

る場合 

売付け又は買付けごとに 

１取引単位につき 

１円 

オプション対象証券の売買単

位に係る数量が１０以上１０

０未満である場合 

売付け又は買付けごとに 

１取引単位につき 

５円 

オプション対象証券の売買単

位に係る数量が１００以上で

ある場合 

売付け又は買付けごとに 

１取引単位につき 

１０円 

 （略） 
 

 

取引手数料の算出の基準及び取引手数料

率等は、次のとおりとする。 

取

引

の

区

分 

取

引

対

象

の

区

分 

算

出

の

基

準 

取引手数料率等 

 （略） 

有

価

証

券

オ

プ

シ

ョ

ン

取

引 

有

価

証

券

オ

プ

シ

ョ

ン 

取

引

数

量 

売付け又は買付けごとに 

１取引単位につき 

１０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （略） 
 

（注１）～（注６） （略） （注１）～（注６） （略） 

  

別表２・３ （略） 別表２・３ （略） 

  

  
 


